
水
戸
地
本
か
ら

岩
本
・
中
村
・
安

保
（
土
浦
地
区
分

会
）
福
田
（
水
戸

地
区
分
会
）
の
４

選
手
が
出
場
し
た
。

昨
年
は
団
体
で

３
位
、
個
人
で
２

位
に
入
り
、
今
年

は
更
に
上
を
目
指

し
て
抱
負
を
前
夜

祭
で
語
っ
た
。

プ
レ
ー
中
は
、

各
選
手
か
ら
グ
リ
ー

ン
が
難
し
い
、
ス
コ
ア
が
伸
び

な
い
と
の
声
も
あ
り
苦
戦
し
た
。

成
績
は
団
体
優
勝
は
大
宮
地

本
、
２
位
に
水
戸
地
本
、
３
位

は
仙
台
地
本
で
し
た
。

個
人
で
は
中
村
選
手
が
（
グ

ロ
ス
79
）
優
勝
し
ま
し
た
。

団
体
優
勝
の
大
宮
地
本
と
は

５
打
差
と
接
戦
で
し
た
。
反
省

も
あ
り
優
勝
も
で
き
た
の
で
は

と
プ
レ
ー
を
振
り
返
っ
た
。

前
夜
祭
で
は
各
地
本
と
交
流

と
親
睦
を
深
め
楽
し
く
過
ご
し

ま
し
た
。

選
手
の
皆
さ
ん
、
ご
苦
労
さ

ま
で
し
た
。
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仲
間
の
信
頼

力
に
変
え
て

さ
あ
踏
み
だ
そ
う

組
織
の
拡
大
へ

９
月
11
日
、
栃
木
県
で
第
５
回
国
労
東
日
本
ゴ
ル

フ
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
を
開
催
し
た
。

当
日
は
天
候
に
も
恵
ま
れ
、
各
チ
ー
ム
優
勝
を
目

指
し
て
プ
レ
ー
を
し
た
。

水
戸
地
本
は
団
体
で
準
優
勝
、
個
人
で
は
中
村
選

手
が
優
勝
し
た
。

年次有給休暇 その２

年次有給休暇を取得したことによる不利益な取り扱いの禁止 (労基法136条）
年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額や精皆勤手当及び賞与の算定などに

際して欠勤として取り扱う等不利益な取り扱いはしないようにしなければならない。

これは年次有給休暇の取得を抑制するような行為を禁止して、労働者が取得しやすいよう

にする為です。

各企業は昇給や賞与を任意に設けることができるし、運用基準も企業が自由に定めることが

できる。しかし、年次有給休暇を取得した者と取得しなかった者とで支給に差をつけることは、

年次有給休暇の取得を抑制することになります。

ただし、第136条は努力義務規定であり罰則はありません。判例で違反している企業もあり

ます。そのためには労働組合は協約締結で守らせる。


